
第357回（定例）県議会提出予定議案件名一覧 

 

 

【冒頭提案案件】 

（予算案件） 

１ 令和４年度兵庫県一般会計予算 

２ 令和４年度兵庫県県有環境林等特別会計予算 

３ 令和４年度兵庫県港湾整備事業特別会計予算 

４ 令和４年度兵庫県公共事業用地先行取得事業特別会計予算 

５ 令和４度兵庫県営住宅事業特別会計予算 

６ 令和４年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計予算 

７ 令和４年度兵庫県庁用自動車管理特別会計予算 

８ 令和４年度兵庫県公債費特別会計予算 

９ 令和４年度兵庫県自治振興助成事業特別会計予算 

10 令和４年度兵庫県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

11 令和４年度兵庫県小規模企業者等振興資金特別会計予算 

12 令和４年度兵庫県農林水産資金特別会計予算 

13 令和４年度兵庫県基金管理特別会計予算 

14 令和４年度兵庫県地方消費税清算特別会計予算 

15 令和４年度兵庫県国民健康保険事業特別会計予算 

16 令和４年度兵庫県病院事業会計予算 

17 令和４年度兵庫県水道用水供給事業会計予算 

18 令和４年度兵庫県工業用水道事業会計予算 

19 令和４年度兵庫県水源開発事業会計予算 

20 令和４年度兵庫県地域整備事業会計予算 

21 令和４年度兵庫県企業資産運用事業会計予算 

22 令和４年度兵庫県地域創生整備事業会計予算 

23 令和４年度兵庫県流域下水道事業会計予算 

 

（条例、その他事件案件） 

 概ね40件程度の予定 

 

 

【追加提案案件】 

 令和３年度兵庫県一般会計・特別会計・公営企業会計の補正予算案件 等 

 

 



 
第 ３ ５ ７ 回 定 例 兵 庫 県 議 会 審 議 日 程（案） 

                                 （会期３７日間） 

月 日 曜 本会議 委 員 会 審 議 日 程 備   考 

２.１６ 水 本会議 議会運営委員会 開会、会議録署名議員指名、会期決定 
諸般の報告、議案上程、知事提案説明 

 

１７ 木   

休  会 議 案 熟 読 １８ 金   
１９ ○土    
２０ ○日   
２１ 月 本会議 議会運営委員会 追加議案上程（３年度補正予算等）、知事提案説明  
２２ 火 本会議  質 疑 ・ 質 問 （ 代 表 ）  
２３ ○水    休  会  
２４ 木 本会議  質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ）  
２５ 金 本会議  質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ）  
２６ ○土    

休  会  
２７ ○日   
２８ 月 本会議  質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ）  

３．１ 火 本会議 議会運営委員会 
（予算特別委員会） 質 疑 ・ 質 問 （ 一 般 ）、委員会付託 予算特別委員会設置 

２ 水  
常 任 委 員 会 
 
予算特別委員会 

付託議案審査 
（３年度補正予算・条例等、４年度条例等） 
付託議案審査 

 
 

３ 木 本会議 議会運営委員会 委員長報告（３年度関係議案）、討論、表決  
４ 金  予算特別委員会 付託議案審査  
５ ○土    

休  会  
６ ○日    
７ 月  予算特別委員会 付託議案審査  
８ 火  予算特別委員会 付託議案審査  
９ 水  予算特別委員会 付託議案審査  

１０ 木  予算特別委員会 付託議案審査  
１１ 金  予算特別委員会 付託議案審査  
１２ ○土    

休  会  
１３ ○日    
１４ 月  予算特別委員会 付託議案審査  
１５ 火  予算特別委員会 付託議案審査  
１６ 水  予算特別委員会 付託議案審査  
１７ 木  予算特別委員会 付託議案審査  
１８ 金  予算特別委員会 付託議案審査  
１９ ○土     

休  会 
 

 ２０ ○日    
２１ ○月    

２２ 火 本会議 議会運営委員会 委員長報告（４年度関係議案）、討論、表決 
追加議案上程、知事提案説明、質疑、委員会付託 

 

２３ 水  常 任 委 員 会 付託議案審査  

２４ 木 本会議  議会運営委員会 委 員 長 報 告 、 討 論 、 表 決 
請 願 処 理 、 そ の 他 、 閉 会 

 



人 人 人 人 人

(11) (10) (11) (11) (43)

(4) (14)

（－） （－） （－） （－） （－）

(4) (13)

(2) (2) (2) (2) (8)

(1) (1) (3)

(21) (22) (21) (86)

※上記表中の人数は、任期中の議員辞職、会派異動等を反映している。
※（） 内は任期当初の配分数。

（令和４年１月17日変更案）
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公明党・県民会議

維 新 の 会

予算特別委員会委員　会派別配分表（案）

自 由 民 主 党

ひょうご県民連合 4 3

３年度 ４年度 合　計

7 9 8 7 31

3

年度別

会派別
元年度 ２年度

自 民 党 兵 庫



ひょうご県民連合 

議会改革にかかる追加提案（予算・決算特別委員会の質問機会の増）について 

 

 

 

 

●現行制度の見直しによるメリット 

・任期中（４年間）に決算・予算１回ずつでは、２年に１度しか正式に議論できる場がなく、 

県民の声を反映する機会が少ないが、見直しにより１年に１回は確保可能となる。 

・現行制度では部局審査の質問原稿作成・調整に追われ、自身が取り組んでいる分野等に集中して

時間を割くことが困難であるが、部局を限定すること等により質問検討時間の確保が可能とな

り、質問内容の充実が図られる。  

※会場の問題はあるが、運営方法は現行どおりとする（委員は全日程に出席することを基本とする） 

 

●現行制度との比較 ※予算は部局別審査６日であるが、決算同様７日と仮定して試算している 

 現行（定数の 1/4） 見直し案(定数の 1/2) 

各委員会における委員数 22 人（定数 86 名×1/4） 43 人(定数 86 名×1/2) 

任期中の１議員当たりの就任回数 ２回（予算１，決算１） ４回（予算２，決算２） 

各委員会における審議日数 ９日間 

（財政状況１日、部局審査７日、総括審査１日） 
同左 

各委員会における１議員 

当たりの質問割当時間 

110 分(部局審査) 

［1 日の質問時間 345 分(休憩除き)×7 日÷22 人］ 

56 分(部局審査) 

［1日の質問時間 345分(休憩除き)×7日÷43人］ 

任期中（４年間）の 

質問時間合計 

220 分(部局審査) 

［110 分×2回（予算 1、決算 1）＝220 分］ 

224 分(部局審査) ※ほぼ同じ 

［56 分×4回（予算 2、決算 2）＝224 分］ 

 

●見直しのイメージ                          （単位：分） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
合計時間 

決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 

議員 A 110     110   220 

議員 B  110   110    220 

議員 C   110     110 220 

議員 D    110   110  220 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
合計時間 

決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 

議員 A 56   56 56   56 224 

議員 B  56 56   56 56  224 

議員 C  56 56  56   56 224 

議員 D 56   56  56 56  224 

合計 112 112 112 112 112 112 112 112  

 

会派からの提案内容 

予算特別委員会及び決算特別委員会の各委員数を現在の２倍にしてはどうか。 



 　　　項目
 会派

自民党

ひょうご
県民連合

自民兵庫

公明党・
県民会議

維新の会

共産党

・県民連合の提案では、議員の任期中(４年間)で見ると、委員会出席時間が実質
２倍となるにもかかわらず、議員１人当たりの質問割当時間（部局別審査）は変
わらないため、メリットが感じられない。一方で、委員旅費の倍増や質問者数の
増加に伴う質問調整に係る当局の業務量の増加等のデメリットがある。
・よって、提案には賛同できない。

・他府県においては予算特別委員会を開催していないところも多く、他府県にお
けるやり方等をもう少し研究した上で、人数の件も含め、本県のやり方がいいの
かどうかを議論すべきであると考える。

・質問機会を増やすことは必要だが、１回の質問時間が半分程度に短縮されるの
は、十分な審議が保障されない。
・十分な審議時間を保障するために審議日数の増など、抜本的な対応が必要と考
える。

【議会改革：追加検討項目】　各会派の意見（R4.1.17時点）

予算・決算特別委員会の質問機会の増について
※委員数を２倍にすることについて

・現行の審議日程の中で導入して、委員数を増やせば、１人当たりの質問時間は
少なくなる。それにより、審議の効率性が低下することや、集中して掘り下げた
審議が難しくなるおそれがある。
・①増加した委員を収容しうる大会議室を確保する必要性があること、また、②
新たな会場を確保した場合、インターネット中継設備等の新たな経費が発生する
こと、また、③質問者数の増により、当局・議会事務局の職員の業務量が増加す
るなどのデメリットが考えられる。
・よって、提案に賛同できない。

（提案会派）

・委員数を２倍にすることにより、議員１人当たりの登壇回数が減少するため、
議員が希望する部局の質問ができない。
・質問者数の増に伴い、質問調整を行う事務局及び当局職員の業務量が増大す
る。
・予算・決算の運営要領により、委員外議員の発言の機会が設けられている。
・以上のことから、現行どおりの運営方法を維持すべきである。


